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●徳島県徳島市 

「汎用 Web ｼｽﾃﾑの利活用（被災者支援ｼｽﾃﾑ）」について 

●香川県丸亀市 

「行政評価」について 

●愛媛県松山市 

「都市ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進事業」及び「選挙ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ」について 
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徳島市は、徳島県の東部に位置し、吉野川をはじめ市内を縦横に流れる大小の川と

優美な眉山の緑に囲まれている。また、阿波おどり、人形浄瑠

璃、藍染・阿波しじら、木工製品、すだちなど、徳島の風土と

歴史が育んだ個性的な文化を有している。現在では、神戸鳴門

ルートと四国縦貫・横断道の結節点として、近代産業の育成や、

高速情報化時代に対応した都市づくりに取り組んでいる。 

 

【汎用 Webシステムの利活用（被災者支援システム）について】 

１．阪神･淡路大震災の発生と情報システムの活用 

▷ 平成７年の阪神・淡路大震災で被災した経験を基に、災害発生時における地方公共

団体の業務を総合的に支援する「被災者支援システム」を兵庫県西宮市が開発した。 

▷ 平成 17 年、汎用 Web システムとして当時の㈶法人地方自治情報センターの地方公

共団体業務用プログラムライブラリに登録、全国の地方公共団体に無償で公開・提供。 

▷ 平成21年に総務省から「被災者支援システムVer2.00」

が全国の地方公共団体に CD-ROMにより配布されたことを

契機に、被災者支援システム全国サポートセンターの事

務を(一財)西宮市都市整備公社「西宮市情報センター」

に委託し、導入支援を実施している。 

 

（１）システムの概要 

被災者支援システムは、被災者の属性情報を管理する「被災者台帳」、被害を受け

２．被災者支援システムの概要 

徳島県徳島市 

挨拶をする逢澤委員長 

阿波おどり 
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た家屋属性情報を管理する「被災家屋台帳」の２つのシステムで構成されており。こ

の被災者支援システムを中核にして７つのサブシステムがリンクし、総合的な危機管

理・災害業務支援システムとして構築されている。 

（２）主な機能 

▷ 被災者支援システム：被災者の氏名･住所

などの基本情報に加え、被災状況の管理が可

能で、証明書発行や義援金の交付処理、履歴

管理も行うことができる。 

▷ 避難所関連システム：避難所分布図を始め、

避難所情報の管理や被災者の安否情報の把

握及び被災者支援システムと連動した避難

者の入退去管理を行う。 

▷ 緊急物資管理システム：救援物資などを、

保管場所別、品目別に数量を迅速に登録することができる。 

▷ 仮設住宅管理システム：仮設住宅分布図の作成を始め、仮設住宅の管理や入退去管

理を行うことができる。 

▷ 犠牲者・遺族管理システム：地震等の災害による犠牲者名簿の作成や追悼式等に必

要な遺族情報の管理を行うことができる。 

▷ 倒壊家屋管理システム：住民からの申請に基づき地方公共団体が解体等を業者に委

託する場合の、解体申請の受付や瓦礫搬入券の発行を管理するためのシステム。 

▷ 被災予測等・復旧復興関連システム：WebGISを利用した被災状況の集計・分析を行

い復旧・復興計画の一環として利用する。 

▷ 避難行動要支援者関連システム：避難行動要支援者に関する台帳の検索や地図上か

ら避難行動要支援者の検索・抽出を行うシステム。 



- 3 - 

 

大規模災害時には、職員や庁舎も被災し行政機能が大きく低下することが想定され

るが、このような場合でも、被災した市民の保護、支援を速やかに実施するためには、

災害対策本部の各部署において被災者に関する情報を迅速に収集、整理し、横断的に

庁内で共有できる被災者支援システムの導入が早急に必要と考えた。 

◎主な被災者支援システム導入の流れ 

平成 24年８月 30日 業者 Aによるデモを実施 

平成 24年９月 21日 業者 Bによるデモを実施 

平成 24年 11月２日 導入支援業者を決定するための一般競争入札告示 

平成 24年 11月８日 庁内で導入のための被災者支援システム部会を立ち上げ 

平成 24年 11月 27日 一般競争入札により業者決定 

平成 24年 12月３日 被災者支援システム導入作業開始 

平成 25年２月 25日 被災者支援システム全国サポートセンター長による講演会実施

(参加者 76名うち近隣市町村 5名) 

平成 25年２月 25日 システム操作説明会(参加者 19課 39名) 

平成 25年３月 22日 導入支援作業完了 

平成 26年２月 13日 システム操作説明会(参加者 17課 23名)  

平成 27年２月 17日 システム操作説明会(参加者 14課 18名) 

平成 28年３月 24日 システム操作説明会(参加者 18課 20名) 

 

災害時に迅速かつ的確にシステムを操作するためには、平時からの訓練が重要とな

る。徳島市では、被災者支援システムの操作マニュアルを整備し、関係職員を対象と

した定期的な操作研修を実施している。また、このシステムを地震等の大規模災害時

３．徳島市でのシステム導入経緯 

４．今後に向けて 

説明を受ける委員 
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だけではなく、例年発生する台風等による風水害時にも活用することにより、職員の

操作能力の向上を図ることとしている。さらに今後のスケジュールとして、防災訓練

の一環として、被災者支援システム操作研修(年 1回)を実施する予定である。 

 

○主な質疑 

（質問）導入する際の経費はどれくらいになったのか。 

（答弁）業者に委託し、パソコン２台のリース料とセットアップ料、ホストからデー

タを取り入れた費用で約１６０万円となる。 

 

（質問）住民異動などの情報は基幹系業務システムと連動しているのか。 

（答弁）最新情報に更新するため月に一度、職員が住民情報などを更新している。 

 

（質問）新たな災害が発生した場合、システムは更新されてしまうのか。 

（答弁）発災時、システムがストップするイメージで、１つの災害で１つの被災台帳

が作成され、保管される。 

 

 

  

徳島市議会議場にて 実際にシステムを操作 
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丸亀市は、早くから海上交通の要衝として、また、物資

の集散地として発展し、特に金刀比羅宮の参道口として大

いに賑わった。石垣の高さ日本一を誇る丸亀城は、現在も

市のシンボルとして、市民の憩いの場としても多くの人た

ちに親しまれている。 

【行政評価について】 

１．丸亀市の行政評価 

（１）目的 

平成 19 年度にスタートした丸亀市の行政評価は、

「丸亀市行政評価実施要綱」に基づき、以下の目的で

実施している。 

① 市民の視点に立った成果重視の行政運営 

② 行政活動の継続的な改善と職員の意識改革 

③ 行政の透明性の確保と説明責任の遂行 

（２）種類と方法 

【評価の種類】 

▷ 施策評価…総合計画後期基本計画に掲

げる 35 の主要な施策を対象とした評価 

▷ 事務事業評価…予算事業を単位とした

各事務事業を対象とした評価 

【評価の方法】 

▷ １次評価…施策や事務事業を所管する部課による自己評価 

香川県丸亀市 

挨拶をする逢澤委員長 

丸 亀 城 
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▷ ２次評価…全庁的な観点から、副市長、市長公室、総務部が中心となって行う評価

※以上をまとめて、内部評価という。 

▷ 外部評価…行政外部の視点から、丸亀市行政評価委員会が行う評価 

 

２．内部評価① 

【１次評価】 

◎事務事業評価 

▷ 対象：すべての予算事業 

▷ 評価者：各事業を所管する課長 

▷ 手法 

① 各事業を必要性、効率性、有効性の視点から妥当である

or 改善の余地ありで自己評価 

・必要性の視点→社会情勢や市民ニーズに適っているか 

・効率性の視点→コストや実施方法、利用者負担は適正か 

・有効性の視点→見込んだ成果が得られているか 

② 上記の評価結果を基に事業の方向性を次から判定 

拡充 ⇒ 市民ニーズなどに応えるため予算や人員を増やし、積極的に取り組むべき 

改善 ⇒ コストや人員などにムダがあるので、事務改善等による効率化を図るべき。

成果が十分でないので、有効な事業となるよう、実施方法等を見直すべき。 

維持 ⇒ 現状どおりでよい 

縮小 ⇒ 社会情勢や市民ニーズから考えて、事業を縮小してもよい 

廃止 ⇒ 社会情勢や市民ニーズに合っておらず、事業として不要である 

完了 ⇒ 事業が完了した 

 

◎施策評価 

説明を受ける委員 



- 7 - 

 

▷ 対象：総合計画後期基本計画に掲げる 35 の主要な施策 

▷ 評価者：各施策を所管する部長 

▷ 手法 

① 成果指標の進捗度や事務事業評価結果を踏まえて、５段階の自己評価 

Ａ ⇒ 施策の進捗、事業の成果ともに期待以上である 

Ｂ ⇒ 施策の進捗は概ね順調で、事業の成果も出ている 

Ｃ ⇒ 施策の進捗が遅れ気味で、期待したほどの成果が出ていない 

Ｄ ⇒ 施策の進捗が遅れ、成果もあまりない 

Ｅ ⇒ 施策が進捗しておらず、成果もない 

②総括として「担当部長が考える改善策」を記述 

※結果を「主要施策の評価に関する報告書」に掲載し、決算審査資料としている。 

 

３．内部評価② 

【２次評価】 

◎施策評価(事務事業評価はなし) 

▷ 対象：総合計画後期基本計画に掲げる 35 の主要な施策 

▷ 評価者：副市長、市長公室長、総務部長、秘書広報課長、政策課長など７名 

▷ 手法 

① 総合的な観点から５段階評価（A から E） 

② 必要な所見を付記 

 

４．外部評価 

▷ 評価者：丸亀市行政評価委員会 

▷ 開始時期：平成２０年度から 

▷ 定数：８人以内 
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▷ 任期：２年 

▷ 構成：①学識経験者「５名」②公募により選任した者「３名」 

▷ 評価対象：事務事業評価（施策評価はなし） 

▷ 手法 

① 委員会において評価対象事業を選定し、各委員が１次評価と同様の手法で評価 

② 担当課へのヒアリングや議論の上、委員会としての事業の方向性を決定 

③ 評価結果、必要な所見及びその他意見等を付記し、報告書を作成 

④ 「行政評価(外部評価)報告書」として市長へ提出 

【平成 27 年度丸亀市行政評価(外部評価)結果一覧】 

Ｎｏ 事業名 評価結果(事業の方向性) 

１ こんぴら湊―丸亀街道ゾーン整備事業費 改善 

２ 学校図書館教育推進事業費 拡充 

３ 生活困窮者自立促進支援モデル事業費 改善 

４ 地域市民活動促進事業費 改善 

５ 地区コミュニティ運営補助金 改善 

評価結果・・・拡充１、改善４ 

○主な質疑 

（質問）平成 27年度は５つの事業を外部評価しているが、少なくはないのか。 

（答弁）１つの事業について多くの資料を詳細に確認しているため委員の負担がかな

り大きい。最大でも７つぐらいが限界と考えている。 

 

（質問）外部評価で改善などの評価が出た場

合、その後の対応は。 

（答弁）担当課より改善点などを報告しても

らい、職員の意識向上につなげている。 

  

丸亀市役所前にて 
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松山市は愛媛県のほぼ中央にある松山平野に位置し、温暖な瀬戸内海気候で、年平

均気温 16.5 度の穏やかで恵まれた気候である。松山城

を中心に発展して来た旧城下町で、道後温泉で有名な古

くからの温泉地であるとともに、俳人正岡子規をはじめ、

多くの文人を輩出するなど地方文化の拠点としての役

割を果たしている。 

【都市ブランド推進事業について】 

１．現状分析 

（１）背景 

▷ ２人に１人は、松山市と言われてもイメージが湧かない 

▷ 全国1,000市区町村での順位は158位（地域ブランド調査2011） 

▷ 認知度・魅力度が低く、特に情報接触度が低い 

▷ 若年層から 40 才の情報接触度が低い 

（２）「選ばれる都市」となるため都市ブランド戦略の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県松山市 

目標：全国の人々から「選ばれる都市」の実現 

都市ブランド戦略の推進 

都市ブランドの確立に向けた基本方針 

 

 

 

都市イメージの 
明確化 

相

乗

効

果 

戦略的な 
情報発信 

市民の愛着や 
誇りの向上 

 

まちづくりの推進 

道後温泉 

挨拶をする 

逢澤委員長 



- 10 - 

 

２．都市イメージをカタチに 

（１）だんだん松山プロジェクト 

市民と一緒になって、松山という都市そのもの

の価値や魅力を高めていくための活動を開始。み

んなで松山のよさを見つめ直し、磨き、そして全

国へ発信していく活動、それが「だんだん松山プ

ロジェクト」 

▷ 市民ワークショップ「みんなでカフェ」 

▷ 首都圏ふるさとミーティング 

▷ 都市ブランド検討会議 

（２）メッセージやロゴの決定 

▷ 松山の魅力を表すプランドメッセージを開発 

 いい、加減。まつやま  

▷ ロゴマークの投票       

 

３．都市イメージの発信 

（１）興味喚起 

▷ メジャー感のあるアニメで興味を持ってほしい! 

▷ 広がりを創るためのメジャー感！ 

▷ 有名なタレント・声優・歌手を起用！ 

▷ 市民参加のプロジェクト展開！ 

（２）認知獲得 

▷ アニメ公開・メディア PR イベントを開催 
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（３）理解促進 ⇒ ５つのテーマでサプムービー展開 

（４）来訪促進 ⇒ 現地体感型スマートフォンアプリ 

（５）海外展開 ⇒ ６言語の字幕表示で世界にも発信 

 

４．シティプロモーション推進 

（１）メディアプロモーション 

▷ 松山の魅力や旬のトピックをメディアヘ情報提供し露出を獲得 

（２）フリーペーパー「暖暖松山」 

▷ 観光情報誌とは違う、テーマに沿った新しい切り

口で資源を紹介。写真、イラストを多用してデザ

イン性を持たせる。 

（３）シティプロモーション WEBサイト 

▷ 松山の食や暮らしやすさなど、魅力を紹介 

 

５．新たな展開 

◎まつやま暮らしプロモーション事業 

Step１：認知を高める⇒Step２：行動を促す(移住) 

① 興味：オリジナルロードムービー 

② 理解：移住ガイドブック/WEB サイト、若者定住ガイドブック/地区別マップ 

③ 相談・体験：移住相談窓口/移住フェア出展、婚活ツアー/暮らし体感ツアー 

 

○主な質疑 

（質問）松山市を PR するアニメの製作にどれくらいの費用がかかったのか。 

（答弁）松山出身のタレント・声優などを使用したため約 800 万円となった。 

説明を受ける委員 
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（質問）松山市には多くの特産品などがあるがどのように PRしているのか。 

（答弁）フリーペーパーなどでおすすめのお店などを紹介しており、さらに市などが

出資している㈱まちづくり松山が中心となり商店街の広告等を行っている。 

 

（質問）松山市を PRして対価としての効果はどれくらい見込んでいるのか。 

（答弁）昨年度は、使用した広告料の 190 倍、約 18 億円と見込んでいる。メディア

などへの露出が増加すれば跳ね上がると考える。 

 

【選挙コンシェルジュについて】 

１．取り組み概要 

（１）背景 

▷ 松山市も他の市町村と同様に、若年者の投票率が低下の一途 

▷ 執行年月日と選挙名をアピールする選挙啓発手法に限界を感じていた 

（２）発想の転換 

▷ 若年者、特に投票率の低い 20 代前半にターゲットを絞り込み 

▷ 若者が集積する場所に投票所を設ける⇒大学内期日前投票所 

（３）発見 

▷ 若者は政治不信で棄権しているという誤解⇒実際に検証すると、棄権した理由の最

も多かったのは「住民票を松山市に移していない」 

▷ 大学生自身が同世代の若者にどうすれば投票に行くのか、自ら考える仕組みとして

「選挙コンシェルジュ」を考えた。 

▷ 選挙情報の伝わり方を見たときに、ＳＮＳによってつながっている、コミュニティ

の存在が見えてきた。その伝わり方をより効率的にするために、ＮＰＯ活動やサー

クル活動等にアプローチする「選挙クルー」を立ち上げた。 

説明を受ける委員 
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２．選挙コンシェルジュ＆選挙クルー 

（１）選挙コンシェルジュ 

選挙啓発活動の企画・立案・実施や大学内への期日前投票所づくりを選挙管理委員

会とともに行う学生スタッフ 

▷ 平成 26 年 2 月 16 日に松山大学生４人を第１期生として認定  

▷ 平成 26 年 9 月 12 日に愛媛大学生を中心とした 

第２期生を追加認定し増員 

▷ 選挙権年齢が満 18 歳に引き下げられ、高校生も

有権者となることから平成27年12月に高校生選

挙コンシェルジュ 4 人と、愛媛大学・松山大学生

21 人を第 3 期生として追加認定 

（主な役割） 

▷ 選挙 CM 作成（市内ストリートビジョンで放映） 

▷ 大学で配布する啓発物資の企画・配布 

▷ 大学内期日前投票所のレイアウト検討 

▷ 選挙公報を PR するための「選挙カフェ」の設置。 

（体制） 

高校生を大学生と混合の約 30 人体制で選挙クルーと連携しながら今後の啓発を検討。 
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（２）選挙クルー 

▷ 延べ３００人を超える、若者による選挙啓発チーム 

▷ 市が行っている投票率向上への取り組みに賛同してくださるサークル等の団体を

選挙クルーとして認定 

▷ 組織内外への投票呼びかけを行ってもらうこと等を通じ、より多くの方に積極的に

投票していただくことを目指すプロジェクト 

▷ 高校生、大学生、NPO 法人など 12 団体を認定済 

 

３．主権者教育 

（１）選挙権年齢が満 18 歳に引き下げ 

教育現場は困惑している 

↓ 

ニーズが生まれる 

↓ 

チャンスが生まれる 

①直接若者と対話ができる 

②教育機関とのネットワークを築くことができる 

③選管が活躍できるフィールドが増える 

（２）重要ポイント 

▷ 与えられた時間内で、できることを考える。 

▷ 人数によってプログラムを柔軟に変更する。 

▷ 先生の要望に沿った内容で実施し、先生の負担を軽減する。 

（３）プログラム 

松山市選挙管理委員会は、中学・高校生向けの選挙啓発プログラムを作成した。政

治や選挙のことについて考え、体験しながら学ぶプログラム。このプログラムをとお

し、「政治家や政党を選ぶ目」と「投票方法」を取得する。 
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【プログラム例】 

 

 

 

 

 

（４）講義 

▷「政治とは何か」「なぜ投票しなくちゃいけないか」など基本的ではあるが、高校

生が抱いている疑問について重点的に解説。グループワークも取り入れる。 

▷ 投票箱、記載台など本物の選挙物品を使用することはもちろん、選挙入場券や投票

用紙交付機なども使用し、よりリアルな選挙体験を提供。 

▷ 「若い力を必要としている」と訴える⇒自分たちのまちは自分たちでつくる 

 

○主な質疑 

（質問）投票率が低いことの大きな要因として考えることは。 

（答弁）投票に対して①関心の壁②面倒の壁③選択の壁、があると考えている。①に

対しては主権者教育で対応している。大学に期日前投票所を設けたのは②の

壁を崩すためである。 

 

（質問）主権者教育の効果は。 

（答弁）昨年、計約 1万人の 18才のかたに講義を

行い、その内２千人に講義前後で投票する

かアンケートを行った。投票する・多分投

票するという回答が、講義前は 65％とい

う結果だったが、講義後 95％になった。 松山市役所前にて 


